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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
冷蔵室と、前記冷蔵室に設けられている棚板と、前記棚板が天井となるように区画形成さ
れている貯蔵室と、第１のリード線と前記貯蔵室から引き出された第２のリード線とを接
続するための収納室と、前記収納室の開口を覆う第１のカバーと、前記第１のカバーを覆
う第２のカバーとを備え、前記第２のカバーは、前記棚板の上面と略同一面であることを
特徴とする冷蔵庫。
【請求項２】
前記第１のカバーが外れることを防止するためのストッパー部材が、前記第１のカバーの
上から前記第１のカバーに装着されていることを特徴とする請求項１に記載の冷蔵庫。
【請求項３】
前記冷蔵室の背面に冷気ダクトが設けられていて、前記収納室は前記冷気ダクトの出っ張
り部に隣接していることを特徴とする請求項１又は２に記載の冷蔵庫。
【請求項４】
前記第２のリード線は、前記棚板の中を通って前記収納室に引き出されることを特徴とす
る請求項１から３のいずれか１項に記載の冷蔵庫。
【請求項５】
前記第２のリード線は、前記貯蔵室に設けられている照明装置のリード線であることを特
徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の冷蔵庫。
【請求項６】
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前記照明装置は、前記貯蔵室の天井に設けられていることを特徴とする請求項５に記載の
冷蔵庫。
【請求項７】
前記収納室において、前記第１のリード線のコネクタと前記第２のリード線のコネクタと
が接続されることを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の冷蔵庫。
【請求項８】
前記棚板は、前記冷蔵室に設けられている複数の棚板のうち最下部の棚板であることを特
徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の冷蔵庫。
【請求項９】
前記貯蔵室は、チルド室であることを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載の
冷蔵庫。
【請求項１０】
前記貯蔵室は、パーシャル室であることを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記
載の冷蔵庫。
【請求項１１】
前記貯蔵室は、チルド室、又は、パーシャル室に切り替え可能であることを特徴とする請
求項１から８のいずれか１項に記載の冷蔵庫。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は冷蔵庫に関するもので、特に本体側リード線と本体内各所に設けられている各
種部品の部品側リード線との接続部の処理構成に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に冷蔵庫は、冷蔵庫本体内に冷蔵室、野菜室、冷凍室等の貯蔵室を有し、これら一
部の室には温度センサが設けられているとともに、前記冷蔵室や野菜室に冷気を供給する
ダクトにはダンパ等が設けてある。そして、上記温度センサやダンパ等は前記冷蔵庫本体
背面壁中のリード線を背面壁等から引き出して接続してあり、この本体リード線と温度セ
ンサやダンパ等の部品リード線との接続部はカバーによって覆い隠してある（例えば、特
許文献１参照）。
【０００３】
　図１３は特許文献１記載の冷蔵庫を示し、この冷蔵庫の場合は野菜室１０１にヒータ１
０２が設けてあって、このヒータ１０２のリード線１０３が冷蔵庫本体１０４の背面壁か
ら引き出した本体リード線１０５に接続してある。そして、上記本体リード線１０５とヒ
ータリード線１０３との接続は野菜室背面に凹設した収納部１０６内で行なわれており、
本体リード線１０５とヒータリード線１０３とのコネクタ接続部分はコネクタカバー１０
７で覆い、当該コネクタカバー１０７はネジ１０８によって野菜室背面壁に取り付け固定
してある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－２０５９８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、冷蔵室内面の美観を高めることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の冷蔵庫は、冷蔵室と、前記冷蔵室に設けられている棚板と、前記棚板が天井と
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なるように区画形成されている貯蔵室と、第１のリード線と前記貯蔵室から引き出された
第２のリード線とを接続するための収納室と、前記収納室の開口を覆う第１のカバーと、
前記第１のカバーを覆う第２のカバーとを備え、前記第２のカバーは、前記棚板の上面と
略同一面であることを特徴とする。
 
【発明の効果】
【０００７】
　本発明は、第１のリード線と貯蔵室から引き出された第２のリード線とを接続するため
の収納室の開口を覆う第１のカバーと、第１のカバーを覆う第２のカバーとを備え、第２
のカバーが棚板の上面と略同一面であるため、冷蔵室内面の美観を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態１における冷蔵庫の正面図
【図２】同冷蔵庫の扉を開いた時の正面図
【図３】同冷蔵庫の縦断面図
【図４】同冷蔵庫のリード線接続部分を示す外観斜視図
【図５】同冷蔵庫のリード線接続部分を示す分解斜視図
【図６】同冷蔵庫のリード線接続部分を示す平面図
【図７】同冷蔵庫のリード線接続部分を示す拡大斜視図
【図８】同冷蔵庫のリード線接続部分を示す拡大断面図
【図９】同冷蔵庫のリード線接続部分におけるリード線収納室、カバー、ストッパー部材
を示す分解視図
【図１０】同冷蔵庫のリード線接続部分におけるリード線収納室とカバーを示す分解斜視
図
【図１１】（ａ）同冷蔵庫のリード線接続部分を覆うカバーの斜視図斜視図、（ｂ）は同
カバーを下方から見たときの斜視図、（ｃ）は同カバーの側面図、（ｄ）は同カバーの平
面図
【図１２】（ａ）同冷蔵庫のリード線接続部分を覆うストッパーの斜視図、（ｂ）は同ス
トッパー部材を下方から見た斜視図
【図１３】（ａ）従来の冷蔵庫の内部を示す正面図、（ｂ）は同リード線接続部分の断面
図、（ｃ）は同リード線接続部分の正面図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　第１の発明は、冷蔵庫本体と、冷蔵庫本体内に設けた貯蔵室と、前記貯蔵室に開口部を
臨ませて設けたコネクタ収納室と、前記コネクタ収納室の開口部を覆うカバーとを備え、
前記コネクタ収納室には少なくとも二か所の係合部を設けるとともに、カバーにはこの係
合部に対応する係止部を設けて、前記カバーの係止部を前記コネクタ収納室の係合部に係
合させるとともに、前記係合部と係止部との係合部分の一つにはカバー表面側からストッ
パー部材を噛ませた構成としてある。
【００１０】
　これにより、カバーはその係止部をコネクタ収納室の係合部に嵌め込むとともに、その
部分にストッパー部材を押し込むだけの簡単な作業でコネクタ収納室の開口に装着でき、
しかも前記カバーの係止部とコネクタ収納室の係合部との係合部分に噛ませたストッパー
部材が前記カバーの不用意な外れを防止するので、ネジ止めと同様コネクタ収納室の開口
部を覆うカバーを強固に固定保持でき、コネクタ接続部を確実に保護することができる。
【００１１】
　第２の発明は、第１の発明において、前記カバーはストッパー部材を噛ませる側の係止
部に隣接して外れ防止用孔部を設けるとともに、ストッパー部材は前記外れ防止用孔部に
挿入してカバーの係止部がコネクタ収納室の係合部から外れないように規制する外れ防止
部を備えた構成としてある。
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【００１２】
　これにより、カバーはその係止部が係合部から外れることなく確実に係止状態を維持す
るので不用意に外れることがなく強固に固定保持できるとともに、カバーの外れ防止用孔
部を設けた側の係止部は比較的係合力の弱いものとすることができるので、カバーの係止
部を軽い力でコネクタ収納室の係合部へ装着したり取り外したりすることができ、カバー
着脱の作業性を大きく向上させることができる。
【００１３】
　第３の発明は、第１または第２の発明において、前記コネクタ収納室は貯蔵室背面側と
なる後部に回動支点支持部を設けるとともに、カバーには前記回動支点支持部に対応させ
て回動支点部を設け、前記カバーはその回動支点部を前記コネクタ収納室の回動支点支持
部に嵌め合わせて手前側部分をコネクタ収納室側に回動させ、カバーの係止部をコネクタ
収納室の係合部に係合させる構成としてある。
【００１４】
　これにより、カバーはカバーの係止部とコネクタ収納室の係合部との位置合わせをする
ことなくその回動支点部をコネクタ収納室の回動支点支持部に嵌め合わせてコネクタ収納
室側に回動させていくだけで装着でき、カバーの装着作業性が飛躍的に向上する。
【００１５】
　第４の発明は、第１～第３の発明において、前記コネクタ収納室は貯蔵室の背面に設け
た冷気ダクトの出っ張り部の側方部分に設け、前記コネクタ収納室の開口部は前記冷気ダ
クトの出っ張り部を挟み込むように貯蔵室背面に押し当てて設けた棚板の後部上面に開口
させるとともに、当該開口に装着したカバーの上方を前記棚板の上面と略同一面を構成す
る装飾カバーによって覆った構成としてある。
【００１６】
　これにより、コネクタ収納室は冷気ダクトの出っ張り部の側方のスペースを利用して貯
蔵室内に出っ張らせることなく設置することができると同時に、棚板上面と略同一面とな
る装飾カバーによって覆われるので目立たなくすることができ、貯蔵室内面の美観を高め
ることができる。
【００１７】
　第５の発明は第４の発明において、前記コネクタ収納室の各係合部とカバーの各係止部
は冷気ダクトの側方方向であって貯蔵室背面壁から離れた手前側部分に設け、かつ前記ス
トッパー部材は前記冷気ダクトから離れている側の係合部と係止部との係合部分に噛ませ
た構成としてある。
【００１８】
　これにより、ストッパー部材は冷気ダクトの出っ張り壁面や貯蔵室背面壁によって邪魔
されることなく着脱することができ、カバー着脱の作業性を更に向上させることができる
。
【００１９】
　第６の発明は、第５の発明において、前記ストッパー部材はストッパー部材自体をカバ
ーに固定させる棒状のストッパー係止部を有するとともに、ストッパー係止部の係止部分
側面を傾斜面とした構成としてある。
【００２０】
　これによりストッパー部材はストッパー係止部の傾斜面に沿って定規やマイナスドライ
バー等を差し込むことによりストッパー係止部を外れ方向に変形させてカバーから外すこ
とができ、ストッパー部材も容易に外すことができて作業性が向上する。
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。尚、この実施の形
態によって本発明が限定されるものではない。
【００２２】
　（実施の形態１）
　図１～図１２は本発明の実施の形態１を示すもので、まず、冷蔵庫全体の構成について
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図１～図３を用い説明する。
【００２３】
　図１～図３において、本実施の形態に係る冷蔵庫は、前方を開口した冷蔵庫本体１を備
え、この冷蔵庫本体１は、図３に示すように主に鋼板を用いた外箱２と、ＡＢＳなどの硬
質樹脂で成型された内箱３と、前記外箱２と内箱３との間に充填された硬質発泡ウレタン
等の発泡断熱材４とから構成されている。
【００２４】
　冷蔵庫本体１は、仕切板５、６、６ａによって複数の貯蔵室に区分されており、冷蔵庫
本体１の最上部は冷蔵室７、冷蔵室７の下方は切替室８ａ及びこれに並設した製氷室８ｂ
、さらにその下方は冷凍室９、さらに最下部は野菜室１０となっている。そして前記各貯
蔵室の前面開口部は、扉１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ、１１ｅによって開閉可能に閉
塞されている。
【００２５】
　前記冷蔵庫本体１の上部後方領域には機械室１４が設けられている。機械室１４には、
圧縮機１５、水分除去を行うドライヤ（図示せず）等の冷凍サイクルの高圧側構成部品が
収容されている。
【００２６】
　また、冷蔵庫本体１の背面には冷気を生成する冷却室１６と、冷却室１６からの冷気を
前記冷蔵室７、冷凍室９、野菜室１０等に供給循環させる冷気ダクト１７が設けられてい
る。
【００２７】
　冷却室１６内には冷却器１９が配設されており、冷却器１９の上部には冷却ファン２０
が配置されている。前記冷却ファン２０は、冷却器１９により冷却された冷気を、冷気ダ
クト１７を介し冷蔵室７、冷凍室９、野菜室１０等に強制循環させて各室を冷却する
　前記冷却室１６からの冷気によって冷却される冷蔵室７には食材を載置する複数の棚板
２１が設けてあり、その最下部には低温貯蔵室２３が形成してある。この低温貯蔵室２３
は例えば約１℃の温度帯に冷却されるチルド室あるいは約－３℃の微凍結温度帯まで冷却
されるパーシャル室に切り替え可能な低温貯蔵室となっている。
【００２８】
　なお、低温貯蔵室２３はチルド室或いはパーシャル室に切り替え可能なものでなく、チ
ルド室或いはパーシャル室として専用設計されたものであってもよいものである。
【００２９】
　上記低温貯蔵室２３は、図４～図６に示すように、その上面を冷蔵室７の最下段に位置
する棚板としても利用する棚板部材２４及び側面の給水タンク室２７（図２参照）との間
を仕切る間仕切り板２７ａとで区画形成してあり、内部には引出自在な容器２５が設けて
あって、その前方は前記容器２５の引出によって棚板部材２４の前端部を中心に回動して
開くドア２６によって閉蓋してある。
【００３０】
　また、前記低温貯蔵室２３はその天井部分に照明装置２２が設けてあり、そのリード線
は冷蔵庫本体１の背面からの本体リード線と接続してある。
【００３１】
　以下、上記リード線の接続部処理構成について、図４～図１２を用いて説明する。
【００３２】
　図４～図１２において、上記リード線のコネクタ接続部を収納するコネクタ収納室３０
は、冷気ダクト１７の出っ張り部１７ａ側方に設け、その上面開口は冷気ダクト１７の出
っ張り部１７ａを挟み込むように貯蔵室背面に押し当てて設けた棚板部材２４の後部上面
に開口している。
【００３３】
　上記コネクタ収納室３０は、図７に示すように、冷気ダクト１７の出っ張り部１７ａを
構成する部材に一体形成してあり、低温貯蔵室２３の後方に位置していて棚板部材２４の
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コーナ部面２４ａで覆い隠され、その上面開口上方は図４に示すように棚板部材２４の上
面と略同一面を構成する装飾カバー３２によって覆った形となっている。
【００３４】
　そして、上記コネクタ収納室３０は、図１０に示すように、略四角枠状の収納空間３３
を備え、その後部壁面には冷蔵庫本体１からの本体リード線３４（図６参照）が通る凹所
３５が、前部壁面には照明装置２２から棚板部材２４中を通って出てくるリード線３６（
図６参照）が通る凹所３７が形成してあり、前記両リード線３４、３６のコネクタ３４ａ
、３６ａ（図６参照）が接続された状態で収納されている。
【００３５】
　上記コネクタ収納室３０は収納空間３３の両側に一対の係合部３８が設けてあり、さら
に低温貯蔵室２３の背面側となる後部両側に回動支点支持部３９が設けてある。
【００３６】
　そして、上記コネクタ収納室３０の上面開口は図５に示すようにカバー４０を装着して
コネクタ接続部分を覆っている。
【００３７】
　上記カバー４０は、図１１（ａ）～（ｄ）に示すように、前記コネクタ収納室３０の係
合部３８に対応させてその前方側部分に弾力性を持つリブ状の係止部４１ａ、４１ｂが一
対設けてあり、さらに回動支点支持部３９に対応させてその後方部分に略Ｌ字状の回動支
点部４３が設けてある。
【００３８】
　さらに、前記カバー４０にはその一対の係止部４１ａ、４１ｂうち冷気ダクト出っ張り
部１７ａから離れている側（図１１の左側）の係止部４１ａに隣接させてストッパー挿入
部４４を設けてその下端縁をストッパー用係合部４５としてある。
【００３９】
　加えてさらに前記カバー４０にはストッパー挿入部４４の後方寄り部分で若干冷気ダク
ト側にずれた位置に外れ防止用孔部４６が連設してあり、これに隣接する形でガイド用孔
部４７が設けてある。
【００４０】
　そして、上記カバー４０は、その回動支点部４３をコネクタ収納室３０の回動支点支持
部３９に嵌め込むとともに、一対の係止部４１ａ、４１ａをその弾性力によりコネクタ収
納室３０の係合部３８に係合させてコネクタ収納室３０の上面開口に装着してある。
【００４１】
　その上で更に上記コネクタ収納室３０の上面開口に装着したカバー４０は、図８に示す
ようにそのストッパー挿入部４４にストッパー部材４８を押し込み挿入してコネクタ収納
室３０の上面開口に固定してある。
【００４２】
　このコネクタ収納室３０の上面開口にカバー４０を固定するストッパー部材４８は、図
１２に示すようにカバー４０のストッパー挿入部４４に挿入してそのストッパー用係合部
４５に係止する弾力性を持った棒状のストッパー係止部４９が設けてある。なお、このス
トッパー係止部４９は図１２から明らかなように係止部分側の面が傾斜する傾斜面４９ａ
としてある。
【００４３】
　また、前記ストッパー部材４８は上記ストッパー係止部４９の後方寄り部分で若干冷気
ダクト１７側にずれた位置に棒状の外れ防止部５０が設けてあり、カバー４０の外れ防止
用孔部４６に挿入し、前記カバー４０の係止部４１ａに沿って位置して当該係止部４１ａ
、４１ｂの動きを規制している。
【００４４】
　さらに、前記ストッパー部材４８にはガイド棒５１が設けてあり、カバー４０のガイド
用孔部４７に嵌合している。
【００４５】
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　以上のように構成された冷蔵庫について、次にその作用効果を説明する。
【００４６】
　本実施の形態では、照明装置２２のリード線３６を本体リード線３４に接続するものを
例示しているが、前記本体リード線３４と照明装置２２のリード線３６との接続は、まず
冷蔵室背面壁から引き出した本体リード線３４と棚板部材２４から引き出した照明装置２
２のリード線３６とを冷蔵室７内で接続する。そしてそのコネクタ接続部分は各リード線
３４、３６の余った部分とともに収納空間３３内に収納し、その後、コネクタ収納室３０
の上面開口にカバー４０を装着し、さらにその上方に装飾カバー３２を設置して作業を終
了する。
【００４７】
　ここで、前記リード線接続部分を覆ったカバー４０は、コネクタ収納室３０の係合部３
８に係止部４１ａ、４１ｂを嵌め込むだけでよく、簡単な作業でコネクタ収納室３０の上
面開口に装着固定できる。
【００４８】
　しかも前記カバー４０の係止部４１ａ、４１ｂとコネクタ収納室３０の係合部３８との
係合部分の一つにはカバー４０表面側からストッパー部材４８が噛ませてあるので、当該
係止部４１ａと係合部３８との係合が不用意に外れるというようなことがなくなり、ネジ
止めと同様カバー４０をコネクタ収納室３０の上面開口に強固に固定保持でき、コネクタ
接続部分を確実に保護することができる。
【００４９】
　しかも、この実施の形態のストッパー部材４８は、コネクタ収納室３０の係合部３８と
係合する係止部４１ａに隣接して外れ防止部５０が設けてあり、この外れ防止部５０が前
記カバー４０の係止部４１ａに沿って位置してその動きを規制している。そのため、カバ
ー４０の係止部４１ａは係合部３８から外れる方向へ動けなくなる。したがって、カバー
４０はその係止部４１ａが係合部３８から不用意に離脱するようなことがなくなるので確
実に係止状態を保持し、より強固に固定保持されることになる。
【００５０】
　また、上記の如く外れ防止部５０によって係止部４１ａの動きを規制するので、カバー
４０の外れ防止用孔部４６を設けた側の係止部４１ａは比較的係合力の弱いものとするこ
とができる。したがって、カバー４０の係止部４１ａを軽い力でコネクタ収納室３０の係
合部３８へ装着したり取り外したりすることができ、カバー着脱の作業性が向上する。
【００５１】
　また、この実施の形態では上記カバー４０は、その回動支点部４３を前記コネクタ収納
室３０の回動支点支持部３９に嵌め合わせてカバー手前側部分をコネクタ収納室３０側に
回動させ押し付けるだけで、カバー４０の係止部４１ａ、４１ｂをコネクタ収納室３０の
係合部３８に係合させ装着することができる。
【００５２】
　したがって、カバー４０はカバー４０の係止部４１ａ、４１ｂとコネクタ収納室３０の
係合部３８との位置合わせ等をする必要がなくなり、カバー装着の作業性が向上する。
【００５３】
　しかも上記カバー４０の回動支点支持部３９への嵌め込み及びコネクタ収納室３０側へ
の回動は何れも下向きに行うことができるので、天井面に向かって上向きに行うような場
合に比べその作業性は飛躍的に向上する。
【００５４】
　また、前記ストッパー部材４８はカバー４０のガイド用孔部４７に嵌合するガイド棒５
１を備えているから、前記した外れ防止部５０による係止部４１ａの外れ防止をより確実
なものとすることができる。
【００５５】
　すなわち、ストッパー部材４８はその外れ防止部５０がカバー４０の外れ防止用孔部４
６に嵌合し係止部４１ａに沿ってその動きを規制し外れ防止を行っているが、その際、外
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れ防止部５０は係止部４１ａから図８の破線矢印Ａで示す方向の弾発力を受け続けてスト
ッパー部材４８全体が傾き係止部４１ａの係合が外れようとする。しかしながら、前記ガ
イド用孔部４７に嵌合したガイド棒５１がガイド用孔部４７との嵌合によってこのストッ
パー部材４８全体の傾きを阻止するようになる。したがって、ストッパー部材４８が傾く
ようなことがなくなり、外れ防止部５０による係止部４１ａの外れ防止がより確実なもの
となるのである。
【００５６】
　さらに、前記ストッパー部材４８はストッパー部材自体をカバーに固定させるストッパ
ー係止部４９のストッパー係止部分側面を傾斜面４９ａとしてあるから、ストッパー部材
４８の取り外しも容易に行うことができる。すなわち、カバー４０の表面上方からストッ
パー係止部４９の傾斜面４９ａに沿って図１２のＸで示す位置に定規やマイナスドライバ
ー等を差し込むと、傾斜面４９ａに加わる分力によってストッパー係止部４９はカバー４
０のストッパー用係合部４５との係合が外れる方向に動く。したがって、ストッパー部材
４８の取り外しが容易になる。
【００５７】
　また、この実施の形態で例示したコネクタ収納室３０は低温貯蔵室２３の背面に設けた
冷気ダクト１７の出っ張り部１７ａの側方に設けているので、低温貯蔵室２３内に出っ張
らせることなく設置することができ、冷気ダクト１７の出っ張り部側方のスペースを有効
利用しつつコネクタ収納室３０の出っ張りを防止できる利点がある。
【００５８】
　また、上記コネクタ収納室３０の上面開口を覆うカバー４０上に設置した装飾カバー３
２は、冷気ダクト１７の出っ張り部１７ａを挟み込むように貯蔵室背面に押し当てて設け
た棚板部材２４の上面と略同一面を構成しているので、目立たず、冷蔵室７内面の美観を
高めることもできる。
【００５９】
　さらに前記コネクタ収納室３０の各係合部３８とカバーの各係止部４１ａ、４１ｂは、
冷気ダクト１７の側方方向であって貯蔵室背面壁から離れた手前側部分に設け、かつ前記
ストッパー部材４８は前記冷気ダクト１７から離れている側の係合部３８と係止部４１ａ
との係合部分に噛ませた構成としてあるから、ストッパー部材４８は冷気ダクト１７の出
っ張り部１７ａの側壁面や貯蔵室背面壁に邪魔されることなく着脱でき、カバー着脱の作
業性を向上させることができる。
【００６０】
　以上、本発明に係る冷蔵庫について、上記実施の形態を用いて説明してきたが、本発明
は、これに限定されるものではなく、本発明の目的を達成する範囲内で種々変更可能であ
ることは言うまでもない。すなわち、今回開示した実施の形態はすべての点で例示であっ
て制限的なものではないと考えられるべきである。つまり、本発明の範囲は上記した説明
ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での
すべての変更が含まれることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、コネクタ収納室のカバーを容易に着脱可能としつつ強固に固定保持すること
ができ、部品等のメンテナンス性が向上するとともに、リード線コネクタ接続部の保護も
確実にできる信頼性の高い冷蔵庫とすることができる。よって、家庭用はもちろん業務用
冷蔵庫やショーケース等多くの用途に幅広く適用することができる。
【符号の説明】
【００６２】
　１　冷蔵庫本体
　７　冷蔵室
　１７　冷気ダクト
　１７ａ　出っ張り部
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　１８　背面壁体
　１９　冷却器
　２０　冷却ファン
　２１　棚板
　２２　照明装置
　２３　低温貯蔵室（貯蔵室）
　２４　棚板部材（棚板）
　３０　コネクタ収納室
　３１　開口部
　３２　装飾カバー
　３３　収納空間
　３４　本体リード線
　３４ａ　コネクタ
　３５　凹所
　３５ａ　コネクタ
　３６　リード線
　３７　凹所
　３８　係合部
　３９　回動支点支持部
　４０　カバー
　４１ａ、４１ｂ　係止部
　４３　回動支点部
　４４　ストッパー挿入部
　４５　ストッパー用係合部
　４６　外れ防止用孔部
　４７　ガイド用孔部
　４８　ストッパー部材
　４９　ストッパー係止部
　４９ａ　傾斜面
　５０　外れ防止部
　５１　ガイド棒
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